
労働局⻑登録教習機関
お問い合わせ お申し込みは

の教習 全社広告

それぞれの教習所で講習内容は異なります
教習所にご確認お願いします

不整地運搬車
技能講習：不整地運搬車運転
特別教育：最大積載量が１トン未満の不整地運搬車の運転資格

クローラ式不整地運搬車の資格や
タイヤ式不整地運搬車の資格

名古屋教習所からのご案内4

名古屋教習所
TEL: 0567-66-0151／FAX︓0567-66-0152

名古屋

■「⼀部免除申請書」のダウンロードが出来るように
なりました

「⼀部免除申請書」のダウンロードが出来るようになりました。
次の講習で、作業経験により科⽬の⼀部免除を受ける⽅は、
「技能講習受講申込書」と併せて『⼀部免除申請書』を提出して
下さい。
⽤紙は「受講申込書ダウンロード」より印刷出来ます。

https://cot.jpncat.com/kyoten/pdfdl/?k=11

